
１０３　訪問看護費

点検項目 点検事項

誤 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 緊急時訪問看護加算の届出 □ あり

正 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 緊急時訪問看護加算の届出 □ あり 届出書

点検項目 点検事項

誤 緊急時訪問看護加算
看護に関する相談に常時対応し、緊急時の訪問を必要に応
じ行うことができる体制

□ あり 対応マニュアル等

正 緊急時訪問看護加算
看護に関する相談に常時対応し、緊急時の訪問を必要に応
じ行うことができる体制

□ あり 届出書、対応マニュアル等

点検項目 点検事項

誤 ターミナルケア加算
死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアの実
施（ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した場
合を含む。）

□ あり サービス提供票

正 ターミナルケア加算

死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアの実
施（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態
にある場合は１日。ターミナルケア後24時間以内に在宅以
外で死亡した場合を含む。）

□ あり サービス提供票

点検項目 点検事項

誤 退院時共同指導加算

正 退院時共同指導加算
保健師、看護師、理学療法士等（准看護師を除く）による
共同指導の実施

□ あり

点検項目 点検事項

誤 退院時共同指導加算 退院又は退所後に訪問 □ あり

正 退院時共同指導加算 退院又は退所後に訪問看護を実施 □ あり

点検項目 点検事項

誤 看護・介護職員連携強化加算 緊急時訪問看護加算の届出 □ あり

正 看護・介護職員連携強化加算 緊急時訪問看護加算の届出 □ あり 届出書

点検項目 点検事項

誤 サービス提供体制強化加算 １　研修の計画策定、実施 □ 該当

正 サービス提供体制強化加算 １　従業者ごとの研修の計画策定、実施 □ 該当

４０３ 介護予防訪問看護費

点検項目 点検事項

誤 緊急時訪問看護加算
看護に関する相談に常時対応できるし、緊急時の訪問を必
要に応じ行うことができる体制

□ あり 対応マニュアル等

正 緊急時訪問看護加算
看護に関する相談に常時対応し、緊急時の訪問を必要に応
じ行うことができる体制

□ あり 届出書、対応マニュアル等

点検項目 点検事項

誤 退院時共同指導加算

正 退院時共同指導加算 保健師、看護師、理学療法士等（准看護師を除く）による
共同指導の実施

□ あり

点検項目 点検事項

誤 退院時共同指導加算 退院又は退所後に訪問 □ あり

正 退院時共同指導加算 退院又は退所後に訪問看護を指導 □ あり

点検項目 点検事項

誤 サービス提供体制強化加算 １研修の計画策定、実施 □ 該当

正 サービス提供体制強化加算 １従業者ごとの研修の計画策定、実施 □ 該当

６０１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

点検項目 点検事項

誤 サービス提供体制強化
加算（Ⅰ）

前年度又は算定日が属する月の前３月の訪問介護員等総数
のうち、介護福祉士の数が３割以上又は介護福祉士、実務
者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び１級課程
修了者の数が５割以上

□ 該当

正 サービス提供体制強化
加算（Ⅰ）

前年度又は算定日が属する月の前３月の訪問介護員等総数
のうち、介護福祉士の数が３割以上又は介護福祉士、実務
者研修課程修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の数が
５割以上

□ 該当
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６０８　複合型サービス費

点検項目 点検事項

誤 退院時共同指導加算

正
退院時共同指導加算 保健師、看護師、理学療法士等（准看護師を除く）による

共同指導の実施
□ あり

点検項目 点検事項

誤 退院時共同指導加算 退院又は退所後に看護サービス利用者の居宅を訪問 □ あり

正 退院時共同指導加算 退院又は退所後に訪問看護を実施 □ あり

点検項目 点検事項

誤
緊急時訪問看護加算 看護に関する相談に常時対応し、緊急時の訪問を必要に応

じ行うことができる体制
□ あり 対応マニュアル等

正
緊急時訪問看護加算 看護に関する相談に常時対応し、緊急時の訪問を必要に応

じ行うことができる体制
□ あり 届出書、対応マニュアル等

点検項目 点検事項

誤
特別管理加算（Ⅰ） 計画的な管理の実施

□ あり
複合型サービス計画、複合型
サービス記録書等

正
特別管理加算（Ⅰ） 看護職員による計画的な管理の実施

□ あり
複合型サービス計画、複合型
サービス記録書等

点検項目 点検事項

誤
特別管理加算（Ⅱ） 計画的な管理の実施

□ あり
複合型サービス計画、複合型
サービス記録書等

正
特別管理加算（Ⅱ） 看護職員による計画的な管理の実施

□ あり
複合型サービス計画、複合型
サービス記録書等

点検項目 点検事項

誤

ターミナルケア加算 死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアの実
施（ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した場
合を含む。） □ あり サービス提供票

正

ターミナルケア加算 死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアの実
施（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態
にある場合は１日。ターミナルケア後24時間以内に在宅以
外で死亡した場合を含む。）

□ あり サービス提供票

点検項目 点検事項

誤
サービス提供体制強化
加算（Ⅰ）

従業者（看護師又は、准看護師であるものを除く）総数の
うち、介護福祉士の占める割合が４割以上である

□ 該当

正
サービス提供体制強化
加算（Ⅰ）

従業者（保健師、看護師又は、准看護師であるものを除
く）総数のうち、介護福祉士の占める割合が４割以上であ
る

□ 該当
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